
2021年12月10日

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものですが、弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。 本資料において一定の仮定を用いた試算を

行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。 本資料は貴社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、

本資料の貴社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

Discussion Purpose Only / Internal Use Only / 記載なし DRAFT / 記載なし

11
© 2023 Yamada & PartnersStrictly Private & Confidential

速報 令和4年度 税制改正解説

個人所得課税 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例

1 ．改正の概要
（1）背景

（2）内容

持株割合が3％以上の個人株主（大口株主）が、支払を受ける上場株式等の配当等については、20.42％の源泉徴収がされ

た上で、総合課税※（累進課税により最大49.44％（配当控除後））により確定申告をする必要がある。

一方、持株割合3％未満の個人株主は、配当等の受取時に20.315％の源泉徴収がされた上で、➀申告不要（源泉徴収のみ）

、②申告分離課税で確定申告（20.315％、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算可能）、③総合課税で確定申告、のいずれ

かを選択することができる。

持株割合は個人株主のみで判定するため、当該個人単独の持株割合が3％未満であれば、同族会社である法人を通じて株式

を保有するなど、持株割合が実質3％以上であっても大口株主とはならず、課税の公平性が保たれていない状況になってい

ると会計検査院が問題視していた。

※上場株式等の配当について、20.315％の源泉徴収がされた上で➀又は②を選択できる取扱いは、「貯蓄から投資へ」という政策観点から、一般の個

人投資家に対して、課税の簡素化を図る趣旨の下に設けられたものである。

一方、大口株主が保有する株式については、会社の経営に参画する持分としての事業参加的な性格が強いことから、その配当等については金融所得と

して分離課税とせず、事業所得とのバランスを踏まえ総合課税の対象とされている。2011年（平成23年） 9月30日以前は「5％以上を所有する株主」

とされていたが、2011年（平成23年） 10月1日以降は「3％以上所有する株主」に引き下げられる改正が行われており、今回の改正もその趣旨による

ものである。

①大口株主の要件の見直し

持株割合が3％未満の個人株主についても、同族会社である法人との合計で3％以上となる場合には、その個人株主が支

払いを受ける配当等について、総合課税の対象とする。

②報告書の提出

配当等の支払をする上場会社は、持株割合1％以上の個人株主の氏名、マイナンバー、持株割合などを記載した報告書を、

配当等の支払確定日から1ヵ月以内に所轄税務署長に提出しなければならない。
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速報 令和4年度 税制改正解説

2 ．適用時期

3 ．実務上の留意点

4 ．今後の注目点

①2023年（令和5年）10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。

②2023年（令和5年）10月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用される。

⚫ 持株割合3％の未満の個人株主は、改正前は20.315％の課税で済ませることができたものが、同族会社との

合計で3％以上である場合、改正後は総合課税の対象となる。

⚫ 上場株式等に係る譲渡損失が発生した場合であっても、持株割合が同族会社との合計で3％以上ある個人株

主は、上場株式等の配当等との損益通算ができなくなる。

⚫ 個人株主が保有している株式数だけでなく、同族会社の保有する株式数も確認する必要がある。

同族会社の定義は、法人税法上の同族会社と同じか。

【持株割合が同族会社の持つ株式数と合計して3％以上となる場合のイメージ図】

個人株主A

内国法人(上場会社)
※発行済株式数1万株

法人株主B
(個人株主Aの同族会社)

保有株式数
160株(1.6％)

保有株式数
150株(1.5％)

50％超の株式を保有
(法人を支配)

(改正前)

個人株主Aが受取る配当等について、

➀申告不要（源泉徴収のみ）

②申告分離課税

③総合課税

のいずれかを選択。

(改正後)

配当等について総合課税のみ。


